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伊藤 137 3.10 用語定義 ed 閉じた機能（closed functionality）の定義が日本

語として大変分かりづらい。原文"characteristic 
that limits a function for disabled users (3.5) and 
prevents them from attaching or installing 
assistive technology (3.3)"に忠実に訳していただ

きたい。 

障害のある利用者（3.5）のための機能を制限しに

制約があり，利用者による支援技術（3.3）の接続

又はインストールが不可能な特性 

左記修正案を受け入れま

す。 

石井 137 3.10  ge 今回改正の審議範囲外へのコメント。 

p.3 137行目、用語定義「3.10 閉じた機能」の文

言の意味が分からない。「6.2 閉じた機能」の記

述から推察すると、もしかしたら、 

「・・利用者（3.5）の機能が制限された状況に

おいて、・・・」ということか？ 

 伊藤委員からのご指摘もあ

り、以下の伊藤委員の修正

案にいたします。 

＜修正案＞ 

障害のある利用者（3.5）
のための機能に制約があ

り，利用者による支援技術

（3.3）の接続又はインス

トールが不可能な特性 

 
 
 
 
 
 
 


